
明るく正しい選挙に関する宣言 

 

選挙は、民主政治の基盤であり選挙が明るく正しく、かつ適正に行なわれることは、民

主政治の健全な発展に不可欠の要件である。 

特に内政の年７０年代の明日をひらくためにまた市勢発展のために明るく正しい選挙の

重要性をここに痛感するものである。 

よって、地方自治の将来を左右する重大な第７回統一地方選挙が執行されるを契機に、

本市議会は、全市民の総意を代表し、進んで“明るく正しい選挙”の実現に努力すること

を宣言する。 

昭和４５年１２月２５日 

鯖江市議会 

 


